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6月 吉川区くらしのカレンダー 

日 曜日 行 事 等 担 当 

4 木 
し尿くみ取り 

（吉川、竹直、旭地区） 

税・市民 

生活班 

18 木 

し尿くみ取り 

（源全域(川谷含む)・東田中・ 

泉谷・勝穂地区） 

税・市民 

生活班 

ご利用ください！ よしかわ子育てひろば 
よしかわ保育園内で「子育てひろば」 

を開設しています。 

子育て中の皆さんの憩いの場、 

リフレッシュの場、情報交換の場、 

お子さん同士の触れ合いの場となるアットホームな

ひろばです。お孫さんを連れての来室も大歓迎。 

いつでもお気軽にお立ち寄りください。 

■ 対象…保育園に入る前の子どもと保護者 

■ 開設時間…月～金曜日の午前 9 時～11 時 30 分 

〇開設時間…月曜〃金曜 午後 1 時～ 3 時 30 分 

� 問合せ：よしかわ保育園（☎025-548-2133） 

スマイルミーティングの開催 
市長が広く市民の皆さんと市政やまちづくりなどに

ついて意見交換を行う「市民と市長との対話集会」を
開催します。 

地域に関連した話題を中心に話し合います。 

多くの参加をお待ちしています。 

■ 開催日…7 月 6 日（月） 

■ 開催時間…午後 6 時 30 分～8 時 

■ 会場…吉川コミュニティプラザ 

※事前申し込みは不要です。 

� 問合せ：広報対話課（☎025-520-5615） 

      総務・地域振興グループ 

路線バスを 
利用してみませんか 

通学、通院、買い物などに、 

路線バスを利用してみませんか。 

市では、自宅最寄りのバス停 

から病院など日常的に訪れる場所までの鉄道・バス

の路線名や発着時刻、乗車料金などを記載したポケ

ットサイズの個人用時刻表「マイ時刻表」の作成の申

し込みを受け付けています。 

詳しくは、下記までお問合せください。 

� 問合せ：交通政策課（☎025-520-5633） 

総務・地域振興グループ（地域振興班） 

６月１日は 
「人権擁護委員の日」 

 全国人権擁護委員連合会では、 

昭和 24 年 6 月 1 日に人権擁護委 

員法が施行されたことを記念し、 

毎年 6 月 1 日を「人権擁護委員の日」として、人権擁

護委員が各市町村に配置されていることを知らせると

ともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としていま

す。 

女性・子ども・高齢者等をめぐる人権の問題や、近

隣とのトラブルなど、身近なことで困っていることが 

ありましたら、人権擁護委員にご相談ください。 

� 問合せ：新潟地方法務局上越支局内 

上越人権擁護委員協議会（☎025-525-4163） 

「市税」今月の納期 

■ 6 月 30 日（火）…市・県民税 第 1 期 

� 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

吉川区の人口・世帯数【R8.4 月末現在】 

※（ ）は前月末との比較 
 
 
 
 
 
 

吉川区総合事務所 
総務・地域振興グループ（地域振興班） 

〒949-3494 上越市吉川区下町 1126 番地 

電話：025-548-2311 FAX：025-548-3011 

お知らせコーナー 
 

■ 人 口  男：1, 590 人（△ 3 人） 
女：1, 652 人（△ 3 人） 

       計：3, 242 人 (△ 6 人） 

■ 世帯数  1,346 世帯（△ 2 世帯） 

 

 

 

 


